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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 使 用 者 の 生 体 情 報 を 検 出 す る １ つ ま た は 複 数 の セ ン サ と 、
　 上 記 セ ン サ に よ り 検 出 さ れ る 生 体 情 報 に 基 づ い て 所 定 の 情 報 処 理 を 行 う 情 報 処 理 手 段 と
、
　 上 記 情 報 処 理 の 結 果 を 出 力 す る 出 力 手 段 と を 有 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 会 話 補 助 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 上 記 出 力 手 段 の 出 力 に 基 づ い て 上 記 使 用 者 が 自 身 の 状 態 を 制 御 す る こ と を 補 助 す る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 会 話 補 助 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　
【 請 求 項 ４ 】
　

【 請 求 項 ５ 】
　

上 記 生 体 情 報 は 感 情 情 報 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 会 話 補 助 装 置 。

上 記 セ ン サ の １ つ と し て 、 使 用 者 の 皮 膚 表 面 か ら の 分 泌 物 を 計 測 す る セ ン サ を 用 い る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 会 話 補 助 装 置 。

上 記 セ ン サ の １ つ と し て 、 対 象 物 が 検 出 部 に 結 合 し た と き の こ の 検 出 部 の 性 質 の 変 化 を
測 定 す る セ ン サ で あ っ て 、 上 記 検 出 部 の 空 間 的 構 造 を 用 い て 、 上 記 対 象 物 の 存 在 ・ 非 存 在
ま た は 分 布 の 情 報 を 含 む 複 数 の 情 報 を 抽 出 す る も の を 用 い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記



【 請 求 項 ６ 】
　

【 請 求 項 ７ 】
　

【 請 求 項 ８ 】
　

【 請 求 項 ９ 】
　

【 請 求 項 １ ０ 】
　

【 請 求 項 １ １ 】
　

【 請 求 項 １ ２ 】
　

【 請 求 項 １ ３ 】
　
　

　
　
【 請 求 項 １ ４ 】
　
　
　
　
【 請 求 項 １ ５ 】
　
　

　
　
【 請 求 項 １ ６ 】
　
　

　
　
【 請 求 項 １ ７ 】
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載 の 会 話 補 助 装 置 。

上 記 空 間 的 構 造 は 上 記 検 出 部 の 幾 何 学 的 構 造 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ 記 載 の 会
話 補 助 装 置 。

上 記 検 出 部 は 複 数 の 対 象 物 が そ れ ぞ れ 選 択 的 に 結 合 す る 複 数 の 結 合 部 位 を 有 す る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 ５ 記 載 の 会 話 補 助 装 置 。

上 記 対 象 物 の 上 記 検 出 部 へ の 結 合 に よ る 上 記 検 出 部 の 物 理 的 性 質 ま た は 構 造 の 変 化 を 測
定 す る こ と に よ り 上 記 情 報 を 抽 出 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ 記 載 の 会 話 補 助 装 置 。

上 記 セ ン サ の １ つ と し て 、 使 用 者 の 脳 の 血 流 を 計 測 す る セ ン サ を 用 い る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 １ 記 載 の 会 話 補 助 装 置 。

上 記 出 力 手 段 は １ つ ま た は 複 数 の 効 果 器 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 会 話 補
助 装 置 。

上 記 効 果 器 の １ つ と し て 、 上 記 セ ン サ に よ り 測 定 し た 感 情 を 文 字 情 報 に よ り 使 用 者 に 伝
達 す る 装 置 を 用 い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ０ 記 載 の 会 話 補 助 装 置 。

上 記 効 果 器 の １ つ と し て 、 上 記 セ ン サ に よ り 測 定 し た 感 情 を 振 動 情 報 に よ り 使 用 者 に 伝
達 す る 装 置 を 用 い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ０ 記 載 の 会 話 補 助 装 置 。

使 用 者 の 生 体 情 報 を 検 出 す る １ つ ま た は 複 数 の セ ン サ と 、
上 記 セ ン サ に よ り 検 出 さ れ る 生 体 情 報 に 基 づ い て 所 定 の 情 報 処 理 を 行 う 情 報 処 理 手 段 と

、
上 記 情 報 処 理 の 結 果 を 出 力 す る 出 力 手 段 と を 有 す る
こ と を 特 徴 と す る 会 話 補 助 シ ス テ ム 。

使 用 者 の 生 体 情 報 を １ つ ま た は 複 数 の セ ン サ に よ り 検 出 す る ス テ ッ プ と 、
上 記 セ ン サ に よ り 検 出 さ れ る 生 体 情 報 に 基 づ い て 所 定 の 情 報 処 理 を 行 う ス テ ッ プ と 、
上 記 情 報 処 理 の 結 果 を 出 力 す る ス テ ッ プ と を 有 す る
こ と を 特 徴 と す る 会 話 補 助 方 法 。

使 用 者 の 生 体 情 報 を 検 出 す る １ つ ま た は 複 数 の セ ン サ と 、
上 記 セ ン サ に よ り 検 出 さ れ る 生 体 情 報 に 基 づ い て 所 定 の 情 報 処 理 を 行 う 情 報 処 理 手 段 と

、
上 記 情 報 処 理 の 結 果 に 基 づ い て 上 記 使 用 者 の 状 態 を 制 御 す る 制 御 手 段 と を 有 す る
こ と を 特 徴 と す る 会 話 補 助 装 置 。

使 用 者 の 生 体 情 報 を 検 出 す る １ つ ま た は 複 数 の セ ン サ と 、
上 記 セ ン サ に よ り 検 出 さ れ る 生 体 情 報 に 基 づ い て 所 定 の 情 報 処 理 を 行 う 情 報 処 理 手 段 と

、
上 記 情 報 処 理 の 結 果 に 基 づ い て 上 記 使 用 者 の 状 態 を 制 御 す る 制 御 手 段 と を 有 す る
こ と を 特 徴 と す る 会 話 補 助 シ ス テ ム 。

使 用 者 の 生 体 情 報 を １ つ ま た は 複 数 の セ ン サ に よ り 検 出 す る ス テ ッ プ と 、
上 記 セ ン サ に よ り 検 出 さ れ る 生 体 情 報 に 基 づ い て 所 定 の 情 報 処 理 を 行 う ス テ ッ プ と 、
上 記 情 報 処 理 の 結 果 に 基 づ い て 上 記 使 用 者 の 状 態 を 制 御 す る ス テ ッ プ と を 有 す る
こ と を 特 徴 と す る 会 話 補 助 方 法 。



【 請 求 項 １ ８ 】
　
　

　
　
【 請 求 項 １ ９ 】
　
　

　
　
【 請 求 項 ２ ０ 】
　
　
　
　
【 請 求 項 ２ １ 】
　
　

　
　
【 請 求 項 ２ ２ 】
　
　

　
　
【 請 求 項 ２ ３ 】
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生 物 の 生 体 情 報 を 検 出 す る １ つ ま た は 複 数 の セ ン サ と 、
上 記 セ ン サ に よ り 検 出 さ れ る 生 体 情 報 に 基 づ い て 所 定 の 情 報 処 理 を 行 う 情 報 処 理 手 段 と

、
上 記 情 報 処 理 の 結 果 を 出 力 す る 出 力 手 段 と を 有 す る
こ と を 特 徴 と す る 情 報 伝 達 装 置 。

生 物 の 生 体 情 報 を 検 出 す る １ つ ま た は 複 数 の セ ン サ と 、
上 記 セ ン サ に よ り 検 出 さ れ る 生 体 情 報 に 基 づ い て 所 定 の 情 報 処 理 を 行 う 情 報 処 理 手 段 と

、
上 記 情 報 処 理 の 結 果 を 出 力 す る 出 力 手 段 と を 有 す る
こ と を 特 徴 と す る 情 報 伝 達 シ ス テ ム 。

生 物 の 生 体 情 報 を １ つ ま た は 複 数 の セ ン サ に よ り 検 出 す る ス テ ッ プ と 、
上 記 セ ン サ に よ り 検 出 さ れ る 生 体 情 報 に 基 づ い て 所 定 の 情 報 処 理 を 行 う ス テ ッ プ と 、
上 記 情 報 処 理 の 結 果 を 出 力 す る ス テ ッ プ と を 有 す る
こ と を 特 徴 と す る 情 報 伝 達 方 法 。

生 物 の 生 体 情 報 を 検 出 す る １ つ ま た は 複 数 の セ ン サ と 、
上 記 セ ン サ に よ り 検 出 さ れ る 生 体 情 報 に 基 づ い て 所 定 の 情 報 処 理 を 行 う 情 報 処 理 手 段 と

、
上 記 情 報 処 理 の 結 果 に 基 づ い て 上 記 生 物 の 状 態 を 制 御 す る 制 御 手 段 と を 有 す る
こ と を 特 徴 と す る 制 御 装 置 。

生 物 の 生 体 情 報 を 検 出 す る １ つ ま た は 複 数 の セ ン サ と 、
上 記 セ ン サ に よ り 検 出 さ れ る 生 体 情 報 に 基 づ い て 所 定 の 情 報 処 理 を 行 う 情 報 処 理 手 段 と

、
上 記 情 報 処 理 の 結 果 に 基 づ い て 上 記 生 物 の 状 態 を 制 御 す る 制 御 手 段 と を 有 す る
こ と を 特 徴 と す る 制 御 シ ス テ ム 。

生 物 の 生 体 情 報 を １ つ ま た は 複 数 の セ ン サ に よ り 検 出 す る ス テ ッ プ と 、
上 記 セ ン サ に よ り 検 出 さ れ る 生 体 情 報 に 基 づ い て 所 定 の 情 報 処 理 を 行 う ス テ ッ プ と 、
上 記 情 報 処 理 の 結 果 に 基 づ い て 上 記 生 物 の 状 態 を 制 御 す る ス テ ッ プ と を 有 す る
こ と を 特 徴 と す る 制 御 方 法 。
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